
 

 

 

 

保存版  

被保険者への通知義務 

 

 

解説） 

1.被保険者への通知義務 

事業主は、厚生労働大臣（日本年金機構）から次の決定等の通知があった場合は、その内容を速やかに被保

険者または被保険者であった者に通知しなければなりません。 

 

この通知義務に対して正当な理由なく通知しなかった場合には、6 月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金が

科されます。 

 

（1）被保険者の資格取得または喪失 

（2）標準報酬月額の決定または改定 

（3）標準賞与額の決定 

（4）適用事業所以外の事業所が認可を受けて適用事業所となったこと 

（5）上記（4）の適用事業所が認可を受けて適用事業所以外の事業所となったこと 

（6）適用事業所以外の事業所に使用される 70歳未満の者が認可を受けて厚生年金保険の被保険者となったこ

と 

（7）上記（6）の被保険者が認可を受けて被保険者の資格を喪失したこと 

 

2．通知様式の例 

事業主が被保険者または被保険者であった者へ通

知する際の方法は任意ですが、明確かつ確実に通知

するようお願いします。 

 

また、通知の際には、決定内容に加え、通知され

た決定内容に不服があるときは、決定を知った日の

翌日から 3 か月以内に審査請求ができることについ

ても、合わせてお知らせいただくようお願いします。 

 

通知様式の例（エクセル 37KB） 

 

参考 日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha2/20120330-04.html 

 

なお、ネット de賃金（給与計算システム）では、給与明細に社会保険変更など

の文言を自動反映することが可能ですので、ご活用ください。 

 

【操作メニュー】給与：月次給与処理>>給与計算>>メッセージ登録 

【主な対応用紙】●連帳封筒様式（SRKY1） 

●連帳明細書様式（SRKY2） 

●単票明細書様式（SRKY2T） 

●A4カット紙（窓開封筒用） 

【メッセージ登録前の準備】メッセージ登録は、給与計算後に行ってください。 

 

参考 

給与明細に社会保険変更などの文言を自動反映する方法を教えてください。 | 社

労夢サポートサイト (mks.jp) 

経営・労務に役立つ・・・ 
 M o n t h l y  T o p i c s   

 発行：社会保険労務士法人出口事務所 TEL03-6205-5405 

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-24-16 内田ビル 3 階 

ホームページ ht tp s : / /www.deguch i-o f f i c e . com/ 

Q&A 被保険者への通知義務について教えてください 

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha2/20120330-04.files/tsuuchi_rei.xlsx
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha2/20120330-04.html
https://faq.mks.jp/faq/show/3177?back=front%2Fcategory%3Asearch&category_id=78&commit=&keyword=%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8&page=1&site_domain=default&site_id=1&sort=sort_keyword&sort_order=desc
https://faq.mks.jp/faq/show/3177?back=front%2Fcategory%3Asearch&category_id=78&commit=&keyword=%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8&page=1&site_domain=default&site_id=1&sort=sort_keyword&sort_order=desc

